


 

返 還 の お ぼ え 

 

 

 「借用証書」を提出する前に、返還の方法や時期など、あなたの返還計画の内容を

こちらに書きとめておきましょう。 

 

 あわせて、次ページ以降に「借用証書」のコピーと「預金口座振替依頼書」の本人

控えを貼付し、大切に保管してください。 

 

学 校 名  

奨 学 生 番 号          

借 用 金 額 円 

返 還 方 法 
・年１回払い（年賦） 

・年２回払い（半年賦） 
７月 ・ １２月 

返 還 期 間     年   月 から        年   月 まで 

1 回 の 返 還 額 円  

最終回の返還額 円  

第 一 

連帯保証人 

（父母等） 

氏名  

住所  

電話  

第 二 

連帯保証人 

（別生計） 

氏名  

住所  

電話  

振 替 口 座 

金 融 機 関 名  

預 金 口 座 普通 

口 座 番 号         

口 座 名 義 人    
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印鑑証明書の印鑑

奨学生・両親・連帯保証人
それぞれ別々の印鑑
（スタンプ印不可）

和暦

連帯保証人が自署
（本人が記入）・押印

生徒・学生が自署
（本人が記入）・押印

親権者が自署
（本人が記入）・押印
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見本
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公益財団法人東京都私学財団 育英資金貸付事業規程 

 

[平成 23 年４月１日制定] 

[平成 30 年 9 月 25 日一部改正] 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人東京都私学財団（以下「財団」という。）が定款第４条第１

項の規定に基づき、教育を受ける機会の拡充に寄与し、もって社会に貢献し得る人材の育成

に資することを目的とし、東京都の区域内（以下「都内」という。）に住所を有し、高等学校、

高等専門学校又は専修学校に在学する者のうち、勉学意欲がありながら、経済的事由により

修学困難な者に対し、修学上必要な学資金の一部（以下「奨学金」という。）を貸し付ける事

業（以下「東京都育英資金貸付事業」という。）を行うため、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 高等学校 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第１条に定める

高等学校（中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。）をいう。 

(2) 高等専門学校 法第１条に定める高等専門学校をいう。 

(3) 専修学校 法第 124 条に基づき設置された専修学校の高等課程及び専門課程をいう。 

(4) 学校等 高等学校、高等専門学校及び専修学校をいう。 

(5) 校長 学校等の長をいう。 

(6) 奨学生 この規程による奨学金の貸付けを受ける者をいう。 

 

第２章 申 込 

（奨学金の借受け資格） 

第３条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければなら

ない。 

(1) 貸付けを開始する月（貸付けの対象となる期間の最初の月をいう。以下同じ。）の初日

に、都内に住所を有すること。 

(2) 貸付けを受ける者を所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第２条第１項第 33 号に規定す

る同一生計配偶者若しくは同項第 34 号に規定する扶養親族とする者又はこれらに準ずる

者として理事長が定めるものが、貸付けを開始する月の初日に、都内に住所を有すること。 

(3) 同種の資金を他から借受けていないこと。 

(4) 第２条第１号から第３号までに掲げる学校に在学していること。ただし、高等専門学校

及び専修学校の専門課程については、当該学校が都内に所在するものに限る。 

(5) 勉学意欲がありながら、経済的事由により修学が困難であること。 

(6) 次の表の左欄に掲げる者であって、同表右欄に掲げる学校に在学しているものでない

こと。 

専修学校の専門課程又は大学（短期大学を含む。）に在学

し、東京都育英資金の貸付けを受けていたことがある者
専修学校の専門課程 

高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に在学

し、東京都育英資金の貸付けを受けていたことがある者

高等学校、高等専門学校

又は専修学校の高等課程
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(7) 大学院に在学したことがないこと。 

(8) 第 17 条第２項に定める返還期間（ただし書を除く。）の末日に満 65 歳を超えないこと。 

２ 前項各号に定めるもののほか、日本国籍を有しない者は、次の各号のいずれかに該当する

者でなければならない。 

(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第 71 号）第３条に規定する法定特別永住者 

(2) 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下この条において「令」とい

う。）別表第２に規定する永住者 

(3) 令別表第２に規定する日本人の配偶者等 

(4) 令別表第２に規定する永住者の配偶者等 

(5) 令別表第２に規定する定住者 

３ 第１項第１号及び第２号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の規定を適用しないことができる。 

(1) 貸付けを開始する月の初日に、貸付けを受ける者で高等学校又は専修学校高等課程に

在学するものが、やむを得ない事由により一時的に東京都の区域外に住所を有する場合。 

(2) 貸付けを開始する月の初日に、貸付けを受ける者を所得税法第２条第１項第 33 号に規

定する同一生計配偶者若しくは同項第 34 号に規定する扶養親族とする者又はこれらに準

ずる者として理事長が定めるものが、職務上のやむを得ない事由により一時的に東京都の

区域外に住所を有する場合。 

（奨学金の貸付額等） 

第４条 奨学金の貸付額は、別表第１に掲げる額とする。 

２ 奨学金を貸し付けることができる期間は、貸付けを開始する月から奨学生が在学する学校

等の修業年限の終わる月までとする。 

（奨学金の申込及び推薦） 

第５条 奨学金の貸付けを受けようとする者（以下「申込者」という。）は、この規程に基づく

育英資金貸付事業要綱（以下「要綱」という。）で定める申込書を校長を経由して、理事長に

提出するものとする。 

２ 校長は、前項の申込書を受領した場合で、この規程に定める借受け資格の要件に適合し、

奨学生として適当と認めたときは、当該申込書に推薦所見を添えて提出するものとする。 

（申込時の連帯保証人） 

第６条 申込者は、次の要件を備えた連帯保証人を一名立てなければならない。 

(1) 申込者の父若しくは母又はこれらに準ずる者であること。 

(2) この奨学金の貸付けに伴う債務を保証する能力があること。 

２ 前項の連帯保証人が日本国籍を有しない場合にあっては、第３条第２項各号のいずれかに

該当するものでなければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する要件を備えていない者であっても、

理事長が適当と認めたときは、その者を連帯保証人とすることができる。 

４ 理事長は、連帯保証人を適当でないと認めたときは、その変更を求めることができる。 

（奨学生の選考） 

第７条 理事長は、申込者から第５条の規定により申込書の提出があった場合は、第９条に規

定する委員会の議を経て、奨学金貸付けの可否を決定し、申込者に通知する。 

（選考基準） 

第８条 前条の規定により、奨学生を決定する基準は、次に掲げるところにより毎年度別に定

める。 
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(1) 勉学意欲 勉学の意思があり、学業を確実に修了する見込みがあると校長が認める者

であること。 

(2) 家計状況 学資が十分得られない程度に困窮していること。 

（選考委員会） 

第９条 奨学生の選考の公正を期すため、財団に選考委員会を置く。 

２ 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

第３章 貸 付 

（学業状況等の報告） 

第 10 条 校長は、奨学金の受領資格（奨学金を借り受ける資格をいう。以下同じ）、奨学生の

学業状況その他別に定める事項について、理事長に報告するものとする。 

（届出事項） 

第 11 条 奨学生又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、要綱で定めるとこ

ろにより校長を経由して、速やかに理事長に届け出るものとする。 

(1) 奨学生又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 奨学生又は連帯保証人が死亡し、又は住所が不明になったとき。 

(3) 奨学生が、休学、復学、転校又は退学したとき。 

(4) 奨学生が、疾病による長期の入院、留学等で通学できなくなったとき。 

(5) 奨学生又は連帯保証人が、日本国籍を取得し、又は日本国籍から離脱したとき。 

（奨学金の打切り） 

第 12 条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを打ち切

ることができる。 

(1) 第３条第１項第３号又は第４号に該当しなくなったとき。 

(2) 東京都の区域外に転出したとき。 

(3) 死亡したとき。 

(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。 

(5) 不正な手続により奨学金の貸付けを受けたとき。 

(6) 修学する上で必要な学資以外の用途に奨学金を使用したとき。 

(7) 休学した奨学生が、２年以内に復学しない場合又は復学する見込みがないとき。 

(8) 留年が連続２回に及んだとき。 

(9) 第 10 条に規定する報告において、受領資格又は勉学意欲が確認されないとき。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、奨学金を貸し付けることが適当でないと理事長が認める

とき。 

（奨学金の休止） 

第 13 条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを休止す

ることができる。 

(1) 奨学生が休学したとき。 

(2) 奨学生が留年したとき（ただし、校長が留年した奨学生について次年度の学業成果を認

める場合を除く。）。 

(3) 奨学生が停学となったとき。 

(4) 奨学生が在学中に留学したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けを休止することが適当であると理事長が

認めたとき。 
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２ 前項の規定により奨学金の貸付けを休止することができる期間は、その事実の発生した日

の前日の属する月の翌月から、その事実の終了する日の属する月までの期間とする。ただし、

前項第２号に規定する期間は、進級すべき日の属する月から進級した日の属する月の前月まで

の期間とする。 

３ 第１項第２号ただし書により継続して貸し付けた期間は、修業年限に含むものとする。 

 

第４章 返 還 

（借用証書） 

第 14 条 奨学生は、貸付けを受けるべき奨学金の全額を受領したときは、借用証書に奨学金の

返還計画を添えて、要綱で定める日までに校長を経由して理事長に提出するものとする。 

２ 校長は、前項の要綱で定める日までに、奨学生の奨学金の貸付総額を確認するとともに、

奨学生から提出された借用証書を理事長に提出するものとする。 

３ 理事長は、奨学生が第１項の要綱で定める日までに借用証書を理事長に提出しないときは、

奨学金の貸付総額を一括して返還することを請求することができる。 

（借用証書提出時の連帯保証人） 

第 15 条 借用証書には、連帯保証人二人が連署しなければならない。 

２ 前項に規定する連帯保証人のうち一人は、第６条に規定する連帯保証人とする。 

３ 第１項の連帯保証人のうち、前項の連帯保証人（以下「第一連帯保証人」という。）を除く

他の一人は、次の要件を備えた者でなければならない。 

(1) 第６条第１項第１号に該当する者でないこと。 

(2) 職業を有し、独立の生計を営んでいること。 

(3) 奨学金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）又は第一連帯保証人と生計を同

一にする者でないこと。 

(4) 奨学金の返還について保証する能力があること。 

(5) 未成年者でないこと。 

(6) 奨学金の貸付けを終了した日において満 65 歳を超えないこと。 

(7) 日本国籍を有しない場合は、第３条第２項に該当する者であること。 

４ 前項第２号に規定する職業要件については、借用証書の提出時に限るものとする。 

５ 第６条第３項及び第４項の規定は第１項の連帯保証人について準用する。 

（奨学金の利子） 

第 16 条 奨学金は無利子とする。 

（返還方法及び返還期間） 

第 17 条 奨学金の借受者は、当該奨学金の貸付けの対象となる期間が満了する月の翌月から

起算し６月を経過した後、次項及び第３項で定めるところにより、返還しなければならない。

ただし、借受者は、当該奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。 

２ 奨学金の返還期間は、奨学金の貸付総額を、別表第２左欄の貸付総額の区分に対応する同

表右欄の年賦基準額で除した期間（その期間に１年未満の端数があるとき、又はその期間が

１年未満であるときは、その端数期間又はその１年とする。）とする。ただし、借受者が希望

する場合は、これより短い期間を返還期間とすることができる。 

３ 奨学金は、年賦、半年賦により返還するものとし、返還すべき日（以下「払込期限」とい

う。）は要綱で定める。 

４ 理事長は、奨学金の借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付総額の

全部又は一部について繰上返還を求めることができる。 

(1) 修学する上で必要な学資以外の用途に奨学金を使用していたとき。 
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(2) 不正な手続により奨学金の貸付けを受けていたとき。 

(3) 第 20 条に規定する届出を怠ったとき。 

(4) 第１項（ただし書を除く。）に規定する奨学金の返還を怠ったとき。 

５ 借受者が次条の規定による督促等を受けても、返還を遅滞した奨学金を返還しないとき又

はその他必要があると理事長が認めるときは、通知・催告を要さず第１項から第３項までの

期限の利益を喪失する。この場合において、理事長は、借受者及び連帯保証人（以下「借受

者等」という。）に対し、直ちに貸付総額から返還済みの額を除いた額（以下「返還未済額」

という。）の全部の返還を請求することができる。ただし、第 21 条各号又は第 22 条第１項各

号に該当する場合はこの限りでない。 

（督促） 

第 18 条 借受者が、返還金を要綱で定める払込期限までに返還しないときは、返還を督促する

ものとする。 

（違約金） 

第 19 条 理事長は、借受者が奨学金の返還を遅滞した場合は、払込期限の翌日から払込日まで

の期間の日数に応じ、その遅滞した額に年５パーセントの割合を乗じて得た額を違約金とし

て請求するものとする。ただし、奨学金の借受者が、災害その他やむを得ない事由により奨

学金の返還を遅滞したと認められるときは、その違約金の全部又は一部を免除することがで

きる。 

２ 前項に定める違約金額に千円未満の端数があるとき又はその金額が千円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。  

（届出事項） 

第 20 条 借受者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、要綱で定めるとこ

ろにより、速やかに理事長に届け出るものとする。 

(1) 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 借受者又は連帯保証人が死亡し、又は住所が不明になったとき。 

(3) 借受者又は連帯保証人が日本国籍を取得し、又は日本国籍から離脱したとき。 

（返還金の減免） 

第 21 条 理事長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還金の全部又は一部を

免除することができる。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 精神又は身体の障害により、労働能力を喪失し、又は労働能力に高度の制限を受けるこ

ととなったとき。 

(3) 次条第１項第１号から第３号までに該当して引き続き５年以上返還を猶予した場合で、

なお将来にわたって返還の見込みがないとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか特に必要があると理事長が認めたとき。 

（返還金の猶予） 

第 22 条 理事長は、借受者が次の各号のいずれかの事由により奨学金の返還が困難と認めら

れるときは、返還を猶予することができる。 

(1) 災害（偶発事故を含む。）により損害を被ったため返還が困難と認められるとき。 

(2) 長期の疾病、傷病により返還が困難と認められるとき。 

(3) 経済上の事由により返還が困難と認められるとき。 

(4) 学校に在学中又は進学準備中であるとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。 
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２ 返還を猶予する期間は、１年以内とする。ただし、理由となる事実が継続している場合に

は、重ねて猶予することができる。 

（返還方法の変更） 

第23条 理事長は、借受者の申し出により第17条の返還方法の変更を承認することができる。

ただし、変更後の返還計画は、借受者が満 66 歳に達する日前に返還を終了するものでなけれ

ばならない。 

（返還金の減免・猶予の基準） 

第 24 条 第 21 条及び第 22 条に定める返還金の減免及び返還の猶予については、別に定める

基準によるものとする。 

（返還の強制） 

第 25 条 借受者等が第 18 条の規定による督促等を受けても奨学金を返還しない場合において

理事長が必要と認めるときは、別に定めるところにより民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）

第７編督促手続及び民事執行法（昭和 54 年法律第４号）その他強制執行の手続に関する法令

に定める手続を行うものとする。 

（返還未済額の全部の返還の強制等） 

第 26 条 借受者等が、理事長が指定した日（以下「指定期限」という。）までに返還未済額の

全部の返還を行わないときは、その遅滞している返還未済額の全部の額につき違約金を請求

するものとする。この場合において、第 19 条を準用する。 

２ 借受者等が、返還未済額の全部及び違約金等の返還の請求を受けてもその返還を行わない

ときは、前条の規定を準用する。 

（返還金等の充当順位） 

第 27 条 借受者に、返還金のほかに違約金及び督促費用を請求する場合において、その者から

支払われた額がその全額に満たないときは、督促費用、違約金、返還金の順に充当する。 

（債権放棄） 

第 28 条 理事長は、奨学金返還金の債権放棄を行うときは、別に定める基準に基づき行うもの

とする。 

 

第５章 雑 則 

（補助金） 

第 29 条 財団は、東京都育英資金貸付事業の実施に当たり、東京都から補助金の交付を受ける

場合は、東京都が定める補助金交付要綱に基づき、所定の手続を行うものとする。 

（規程の改廃） 
第 30 条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て理事長が行う。 

（委任） 

第 31 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。 

 

附 則 

（施行日） 

1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定

める公益法人の設立の登記の日（平成 23 年４月１日）から施行する。 
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（財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業規程の廃止） 

２ 公益財団法人東京都私学財団に移行した特例財団法人東京都私学財団及び同法人に移行し

た財団法人東京都私学財団が施行した育英資金貸付事業規程（平成 17 年４月１日制定）（以

下「旧規程」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規程の施行前に、旧規程に基づき奨学金の貸付けを受けている者又は奨学金の貸付け

を受けた者で奨学金の返還を終了していない者については、なお従前の例による。 

４ 平成 23 年３月 31 日現在学校に在学する者で、新たに奨学金の貸付けを受けようとする者

の貸付額については、旧規程を適用する。  

 

附 則 

１ この改正規程は、平成 30 年 10 月 1 日から施行する。 

２ この改正規程第３条第１項第２号及び第３条第３項第２号の規定は、同年 7 月 4 日から適

用する。 

３ この改正規程第 19 条第１項の規定は、同年 8 月 31 日から適用する。 

４ この改正規程第 19 条第１項の規定は、この規定の適用日以後の期間に対応する違約金の 
額の計算について適用し、同日前の期間に対応する違約金の額の計算については、なお従前 
の例による。 
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別表第１（第４条関係） 

区分 奨学生の種類 貸付額（月額）

高等学校 

国、地方公共団体又は国立大学法人（国立大学法人法

（平成 15 年法律第 112 号）第２条第１項に規定する

国立大学法人をいう。以下同じ。）が設置する高等学

校の生徒 

18,000 円

私立の高等学校の生徒 35,000 円

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する高等学

校の生徒のうち交通遺児である者 
35,000 円

私立の高等学校の生徒のうち交通遺児である者 40,000 円

高等専門学校 

国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機

構又は公立大学法人（地方独立行政法人法（平成 15

年法律第 118 号）第 68 条第１項に規定する公立大学

法人をいう。以下同じ。）が設置する高等専門学校の

生徒 

18,000 円

私立の高等専門学校の生徒 35,000 円

国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機

構又は公立大学法人が設置する高等専門学校の生徒

のうち交通遺児である者 

35,000 円

私立の高等専門学校の生徒のうち交通遺児である者 40,000 円

専修学校の高

等課程 

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学

校の高等課程の生徒 
18,000 円

私立の専修学校の高等課程の生徒 35,000 円

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学

校の高等課程の生徒のうち交通遺児である者 
35,000 円

私立の専修学校の高等課程の生徒のうち交通遺児で

ある者 
40,000 円

専修学校の専

門課程 

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学

校の専門課程の生徒 
45,000 円

私立の専修学校の専門課程の生徒 53,000 円

備考 

１ 交通遺児とは、交通事故（交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）第２条に規定す

る陸上交通、海上交通及び航空交通における事故をいう。）により死亡し、又は後遺障害（自

動車損害賠償保障法施行令（昭和 30 年政令第 286 号）別表第１第一級及び第二級、別表第２

第一級から第四級までに該当する後遺障害又はこれと同程度のものをいう。）を受けた父若

しくは母又はこれらに準ずる者に扶養されていた者をいう。 

２ 高等学校及び専修学校の高等課程の生徒（交通遺児を除く。）のうち、やむを得ない理由に

より自宅外通学をする者については、貸付額を 5,000 円増額することができる。 
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別表第２（第 17 条関係） 

貸付総額 年賦基準額 

200,000 円以下のもの 

200,000 円を超え 400,000 円以下のもの 

400,000 円を超え 500,000 円以下のもの 

500,000 円を超え 600,000 円以下のもの 

600,000 円を超え 700,000 円以下のもの 

700,000 円を超え 900,000 円以下のもの 

900,000 円を超え 1,100,000 円以下のもの 

1,100,000 円を超え 1,300,000 円以下のもの 

1,300,000 円を超え 1,500,000 円以下のもの 

1,500,000 円を超え 1,700,000 円以下のもの 

1,700,000 円を超え 1,900,000 円以下のもの 

1,900,000 円を超え 2,100,000 円以下のもの 

2,100,000 円を超え 2,300,000 円以下のもの 

2,300,000 円を超え 2,500,000 円以下のもの 

2,500,000 円を超え 3,400,000 円以下のもの 

3,400,000 円を超えるもの 

30,000 円 

40,000 円 

50,000 円 

60,000 円 

70,000 円 

80,000 円 

90,000 円 

100,000 円 

110,000 円 

120,000 円 

130,000 円 

140,000 円 

150,000 円 

160,000 円 

170,000 円 

総額の 20 分の１ 

備考 

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する高等学校又は専修学校の高等課程に在学し

て奨学金の貸付けを受けた者の貸付総額は、私立の同種の学校に当該期間在学した場合に貸

付けを受けることとなる奨学金の額により計算した貸付総額とする。 
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公益財団法人東京都私学財団 育英資金貸付事業要綱 

 

[平成 23 年４月１日制定] 

 ［平成 28 年 4 月 1 日一部改正] 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業規程（以下「規程」とい

う。）第 31 条の規定に基づき、東京都育英資金貸付事業に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

第２章 申 込 

（奨学金の借受け資格） 

第２条 規程第３条の奨学金の借受け資格に関する事項は、次に定めるところによるものとす

る。 

(1) 規程第３条第１項第３号で定める同種の資金とは、日本学生支援機構、他の地方公共団

体その他財団法人等から貸付けを受けている奨学金とし、給付による奨学金を除いたもの

をいう。 

(2) 規程第３条第１項第４号ただし書に定める都内に所在する学校とは、主として授業を

受ける校舎が都内に所在するものをいう。 

（奨学生の募集） 

第３条 奨学生の募集は、次に掲げる区分に従い、次に掲げる期間に在学校を窓口として行う

ものとする。 

(1) 一般募集（一定の期間を設けて行う募集をいう。） 募集期間は年度ごとに定める。た

だし、秋季入学者に対する期間は、別に定めることができる。 

(2)  予約募集 中学校（学校教育法第１条（昭和２２年法律第２６号）に規定する中学

校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をい

う。以下同じ。)の第３学年に在籍し、高等学校又は専修学校高等課程に入学を希望する

者に対して行う募集をいう。）募集期間は年度ごとに定める。 

(3) 交通遺児募集（規程別表第１備考の適用を受ける者の募集をいう。） 随時 

(4) 特別募集（概ね一般募集の期間経過後に、不慮の災害等による家計の急変があり経済的

に修学困難になった者の募集をいう。） 随時 

（貸付の申込書等） 

第４条 規程第５条第１項の規定により奨学金の貸付けを受けようとする者（以下「申込者」

という。）は、申込書のほか、住民票、住民税課税証明書及び必要に応じて理事長が求める書

類を添付するものとする。 

（予約申込書等） 

第５条 第３条第２号に定める募集において、申込者は中学校を窓口として、予約申込書によ

り奨学金の予約申込を行うことができる。この場合において、当該中学校の校長は、推薦所

見を予約申込書に添えて提出するものとする。 

２ 第４条の規定は、前項による申込みをする者に準用する。 

３ 第１項の申込みをした者の選考は、規程第７条から第９条までを準用する。この場合にお

いて、規程第８条第１号中「校長」とあるのは「中学校長」と読み替える。 

４ 前項により選考した者への通知は、在学する学校を通じて行うものとする。 
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５ 前項に定める通知により採用候補者として決定された者は、在学する中学校を経由して、

採用候補者進学届兼確認書又は辞退届を提出するものとする。 

（奨学生の決定） 

第６条 規程第７条の規定による申込者への貸付け可否の通知は、申込者が在学する学校を通

じて行うものとする。 

なお、貸付の決定を通知する場合は、奨学生原票を学校等に送付するものとする。 

２ 第５条第５項の規定による届を提出した者への通知は、貸付決定の場合は、採用候補者が

進学した学校を通じて行うものとする。この場合において、奨学生原票を学校に送付するも

のとする。また、不採用の場合は本人に通知するものとする。 

 

第３章 貸 付 

（奨学金の貸付等） 

第７条 奨学金は、奨学生から届出のあった本人名義の口座に口座振替払いの方法によって毎

月振り込むものとする。ただし、特別の事情があるときは、２月分以上を合わせて振り込む

ことができる。 

２ 前項の本人名義の口座については、口座振込依頼書により届け出るものとする。 

３ 第１項に定める本人名義の口座には、外国籍の者が日本名で設けたものを含むものとする。 

  なお、口座名義以外の申込、届出等についても、外国籍の者にあっては、通称名をかっこ

書きで併記できるものとする。 

（学業状況等の報告） 

第８条 規程第 10 条に定める奨学金の受領資格の確認は、毎年５月、10 月及び１月に、奨学

生の学業状況の報告は、毎年３月に行うものとする。 

（届出事項） 

第９条 規程第 11 条の届出は、奨学生異動届により校長を経由して行うものとする。 

２ 校長は、前項の届出を受けた場合にはこれを速やかに理事長に送付し、届出前に事実を確

認した場合は奨学生異動届（学校作成用）により、速やかに理事長に通知するものとする。 

３ 奨学生は、規程第 13 条第１項第２号ただし書の規定に基づき、校長が留年した奨学生につ

いて次年度の学業成果を認める場合は、貸付継続願（原級留置用）により、校長を経由して

理事長に届け出るものとする。 

４ 理事長は、前三項の届出又は通知に係る処理結果を校長に通知するものとする。 

５ 規程第２条第１項第１号から第３号までに規定する学校及び第３条第２号に規定する中学

校が学校の名称、所在地の変更等を行った場合は、校長は、学校名等変更届により届け出る

ものとする。 

 

第４章 返 還 

（借用証書） 

第 10 条 規程第 14 条に規定する借用証書を提出する日は、次のとおりとする。 

(1) 貸付期間の満了により貸付けを終了したとき。奨学金の全額を受領した日の翌日から

起算して一月を経過した後の理事長が指定する日 

(2) 規程第 12 条第１号から第３号までのいずれかに該当し貸付けを終了したとき。貸付け

終了事由の生じた日（奨学金の全額を受領した日が後の場合は奨学金の全額を受領した日）

の翌日から起算して一月を経過した日 

(3) 規程第 12 条第４号から第 10 号までのいずれかに該当し貸付けを終了したとき。理事

長が貸付けの打切りを通知した日の翌日から起算して一月を経過した日 
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（連帯保証人） 

第 11 条 借受者は、規程第 14 条第１項により借用証書を提出するときは、連帯保証人の印鑑

証明書を添付するものとする。 

２ 借受者が、規程第 15 条第１項の連帯保証人を変更する場合は、連帯保証人変更届により、

理事長に届け出るものとする。 

３ 理事長は、前項により提出された連帯保証人変更届を承認したときは、借受者に通知する

ものとする。 

（返還方法） 

第 12 条 規程第 17 条第３項で規定する要綱で定める日は、次のとおりとする。ただし、その

日が金融機関が取引を行わない日等に該当するときは、別に定める日とする。 

(1) 年賦 ７月末日又は 12 月末日 

(2) 半年賦 ７月末日及び 12 月末日 

(3) 前各号のほか理事長が定める日 

２ 規程第 17 条第３項に定める奨学金の返還は、口座振替により行うものとする。ただし、や

むを得ない理由があると理事長が認めた場合は、払込票により返還することができる。 

なお、口座振替を行う場合は、事前に借受者に通知するものとする。 

また、口座振替が不能となった場合は、借受者に通知するものとする。 

３ 返還が完了した場合は、借受者に通知するものとする。 

（督促） 

第 13 条 規程第 18 条の定めにより督促するときは、払込期限から 30 日以内に行う。 

（違約金） 

第 14 条 規程第 19 条に基づき通知する違約金の払込みは、口座振替又は払込票により行うも

のとする。 

（届出事項） 

第 15 条 規程第 20 条第１号の届出は、住所・氏名等変更届により行うものとする。 

（返還方法の変更） 

第 16 条 規程第 23 条の規定により返還方法の変更を申し出る者は、返還方法変更申出書を理

事長に提出するものとする。 

２ 理事長は、前項の申し出を承認したときは、申出者に通知するものとする。 

（分割納付） 

第 17 条 借受者が返還金を遅滞した場合において、やむを得ない理由があると理事長が認め

るときは、分割して支払わせることができる。 

 

第５章 雑 則 

（補助金の請求） 

第 18 条 補助金の交付請求に当たっては、東京都が定める補助金交付要綱に基づき、所定の手

続きを行う。 

（委任） 

第 19 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、専務理事が別に定める。ただし、施行に関し必

要な様式は、事務局長が別に定める。 
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附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定

める公益法人の設立の登記の日（平成 23 年４月１日）から施行する。 

（財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業要綱の廃止） 

２ 公益財団法人東京都私学財団に移行した特例財団法人東京都私学財団及び同法人に移行し

た財団法人東京都私学財団が施行した育英資金貸付事業要綱（平成 17 年４月１日制定）（以

下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行前に、旧要綱の規定に基づき奨学金の貸付けを受けている者又は奨学金の

貸付けを受けた者で奨学金の返還を終了していない者については、なお従前の例による。  

 

附 則 

（施行日） 

この改正要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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公益財団法人東京都私学財団 育英資金返還金減免及び返還猶予実施要綱 

 

[平成 23 年４月１日制定] 

[平成 24 年３月 29 日一部改正] 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業規程（以下「規程」とい

う。）第 31 条の規定に基づき、返還金の減免及び返還の猶予の適切な実施に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

 (1) 払込期限とは、規程第 14 条第１項の返還計画に基づく、各回の返還すべき日をいう。 

 (2) 行方不明とは、次に掲げる全ての作業の後、借受者の住所が判明しない場合をいう。た

だし、キの作業については、行わないことができるものとする。 

   なお、規程第 15 条に規定する連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）についてもこ

れに準ずることとする。 

 ア 借受者の奨学生台帳に登録された居住地への照会  

 イ アによって、なお不明の際は、借用証書に登録された親権者に照会 

 ウ イによって、なお不明の際は、連帯保証人に照会 

 エ ウによって、なお不明の際は、連帯保証人の奨学生台帳に登録された居住地への照会  

 オ 借用証書及びその他変更届記載の勤め先への問い合わせ 

 カ 卒業校への問い合わせ 

 キ 直近住所への現地調査 

 (3) 破産手続開始決定後免責とは、破産法（平成 16 年６月２日法律第 75 号）第 253 条の規

定により、東京都育英資金返還債務についてその責任を免れたときをいう。 

（返還金の減免） 

第３条 返還金の減免については、次のとおりとする。 

 (1) 減免事由の基準 

  ア 規程第 21 条第２号に規定する精神の障害とは、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律施行令（昭和 25 年政令第 155 号）第６条第３項に定める障害等級１級、２級又は

３級とする。 

  イ 規程第 21 条第２号に規定する身体の障害とは、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25

年厚生省令第 15 号）別表第５号に定める障害の級別１級又は２級とする。 

 (2) 返還免除額 

  ア 規程第 21 条第１号又は第２号の規定により、借受者が死亡したとき又は精神若しく

は身体の障害により労働能力を喪失し、若しくは労働能力に高度の制限を受けることと

なったときは、申出に基づき、事由発生以後に払込期限が到来する返還未済額を免除す

ることができる。 

    なお、規程第 21 条第２号の規定に基づく事由発生とは、精神障害者保健福祉手帳又は

身体障害者手帳の交付日とする。 

  イ アの場合において、連帯保証人が次の条件のいずれかを満たすときは、申出に基づき、

事由発生以後に払込期限が到来する返還未済額に加え、事由発生前に払込期限が到来し

ている返還未済額を免除することができる。 

   (ア) 死亡したとき。 
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(イ) (1)ア又はイに該当する精神若しくは身体の障害により、労働能力を喪失し、又は

労働能力に高度の制限を受けることとなったとき。 

   (ウ) 行方不明となったとき。 

   (エ) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による保護を受けていること、又はこれと

同程度に生活が困窮していることにより、今後においても返還不能な状態であると確

認したとき。 

   (オ) 破産手続開始決定後免責となったとき。 

  ウ 規程第 22 条第１項第１号から３号の規定により、引き続き５年以上返還を猶予し、な

お借受者に将来にわたって返還の見込みのないときは、申出に基づき、申出日以後に払

込期限が到来する返還未済額を免除することができる。 

  エ ウの場合において、連帯保証人がイの条件のいずれかを満たすときは、申出日以後に

払込期限が到来する返還未済額に加え、申出日前に払込期限が到来している返還未済額

を免除することができる。 

  オ 規程第 22 条第１項第５号の規定により、次のいずれかの事由に該当するときは、申出

に基づき、それぞれに掲げる返還金を免除することができる。 

   (ア) 借受者が行方不明となり、連帯保証人がイの条件のいずれかを満たすとき 払込

期限到来後又は時効中断後 10 年経過した返還未済額 

   (イ) 借受者が破産手続開始決定後免責となり、返還の意思がないことを確認し、連帯

保証人がイの条件のいずれかを満たすとき 返還未済額 

   (ウ) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難であり、返還金の免除が

特に必要であるとき 免除の必要がある返還未済額 

(3) 減免の申出 

 ア 規程第 21 条の規定により返還の免除を申し出る者は、返還免除申出書にその理由と

なる事実を証する書類を添えて、理事長に提出するものとする。 

   (ア) 返還金の減免は、借受者、連帯保証人又はその家族の申出に基づいて行うものと

する。ただし、借受者及び連帯保証人が共に死亡又は行方不明等で申し出られる状態

にないときは、この限りでない。 

   (イ) 減免の申出に際し、返還免除申出書に添付する書類は、別記１のとおりとする。 

  イ 理事長が前項の申し出を承認したときは、申出者に通知するものとする。 

（返還の猶予） 

第４条 返還の猶予については、次のとおりとする。 

 (1) 猶予事由の基準 

  ア 規程第 22 条第 1 項第３号に規定する経済上の事由とは、借受者の属する世帯が生活

保護法による保護を受けているとき、又はこれと同程度に生活が困窮し、返還が困難で

あるときとする。 

  イ 規程第 22 条第 1 項第４号に規定する学校に在学中又は進学準備中とは、次のとおり

とする。 

   (ア) 規程第２条第４号に規定する学校等又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第

1 条に規定する大学に在学するとき、又は外国にあってこれらに相当する学校に在学

するとき。 

   (イ) (ア)に規定する学校等、大学又は外国にあってこれらに相当する学校に進学準備

中であるとき。 

   (ウ) 職業上必要な資格を取得するため準備中であるとき、又は職業上必要な知識技能

を習得中であるとき。 

   (エ) その他真にやむを得ない事由によって、返還が著しく困難であるとき。 
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(2) 猶予承認期間等 

ア 返還猶予承認期間は、1 年を限度とする。 

  イ 規程第 22 条第２項ただし書の規定により、理由となる事実が継続している場合に重

ねて猶予することができる限度は、次のとおりとする。 

   (ア) 規程第 22 条第１項第１号から第３号まで及び(1)イ(ア)又は(エ)による猶予 そ

の事由が継続する期間 

   (イ) (1)イ(イ)又は(ウ)による猶予 その事由が継続する３年以内の期間 

 (3) 返還の猶予の申出 

 ア 規程第 22 条の規定により返還の猶予を申し出る者は、返還猶予申出書にその理由と

なる事実を証する書類を添えて、理事長に提出するものとする。 

(ア) 返還の猶予は、借受者の申出に基づいて行うものとする。 

(イ) 猶予の申出に際し、返還猶予申出書に添付する書類は、別記２のとおりとする。 

  イ 理事長が前項の申し出を承認したときは、申出者に通知するものとする。 

（委任） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、専務理事が別に定める。ただし、施行に関し必

要な様式は、事務局長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行日） 

 この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第１項に定

める公益法人の設立の登記の日（平成 23 年４月１日）から施行する。 

 

附 則 

（施行日） 

 この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 
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別記 

１ 返還免除申出の添付書類 

事由 添付書類 

（１）借受者が死亡したとき 

 

借受者に関する以下のいずれかの書類 

（１）死亡診断書 

（２）死亡を証明する公的書類 

（２）借受者が精神若しくは身体の障害に

より労働能力を喪失し、又は労働能力に高

度の制限を受けることとなったとき。 

借受者に関する以下のいずれかの書類 

（１）精神障害者保健福祉手帳の写し 

（２）身体障害者手帳の写し 

（３）借受者が規程第 22 条第１項第１号か

ら３号までに該当し、引き続き５年以上返

還を猶予した場合で、なお将来にわたって

返還の見込みがないとき。 

借受者に関する事由を証明する書類 

 

（４）借受者が事由（１）、（２）又は（３）

となり、連帯保証人が第３条(2)イの条件の

いずれかを満たすとき。 

借受者に関する事由を証明する書類及び

連帯保証人に関する以下のいずれかの書類

 （１）死亡診断書 

（２）死亡を証明する公的書類 

（３）精神障害者保健福祉手帳の写し 

（４）身体障害者手帳の写し 

（５）生活保護受給証明書 

（６）住民税課税証明書 

（７）破産及び免責を証明する書類 

（５）借受者が行方不明となり、連帯保証

人が第３条(2)イの条件のいずれかを満た

すとき。 

連帯保証人に関する以下のいずれかの書類

（１）死亡診断書 

（２）死亡を証明する公的書類 

（３）精神障害者保健福祉手帳の写し 

（４）身体障害者手帳の写し 

（５）生活保護受給証明書 

（６）住民税課税証明書 

（７）破産及び免責を証明する書類 

（６）借受者が破産手続開始決定後免責と

なり、返還の意思がないことを確認し、連

帯保証人が第３条(2)イの条件のいずれか

を満たすとき。 

 事由（４）に同じ。 

（７）真にやむを得ない事由によるとき。 借受者及び連帯保証人に関する事由を証明

する書類 

備考 借受者又は連帯保証人の行方不明については、財団において認定する。 
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２ 返還猶予申出の添付書類等 

事由 猶予期間 添付書類 承認可能な

期間 

（１）借受者が災害（偶発事

故を含む。）にあったとき 

1 年以内 

 

 警察、消防、その他官

公署の発行する証明書 

事由が継続

する期間 

（２）借受者の長期の疾病、

傷病によるとき。 

 医師の診断書 

 

（３）借受者の属する世帯が

生活保護を受けているとき

又はこれと同程度のとき。 

 生活保護受給証明書

等、事由を証明する書類 

（４）借受者が高校、高等専

門学校、専修学校（高等課

程・専門課程）、大学又は大

学院に在学するとき。（留学

を含む。） 

 在学証明書 

（５）借受者が（４）の学校

等に進学準備中のとき。 

 事由を証明する書類 

 

事由が継続

する３年以

内の期間 （６）借受者が職業上必要な

資格取得の準備中又は知識

技能の習得中であるとき。 

 事由を証明する書類及

び借受者の健康保険証の

写し 

（７）真にやむを得ない事由

によるとき。 

 事由を証明する書類 事由が継続

する期間 

備考 外国語による書類には、日本語訳を添付するものとする。 
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